
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法［民活法］

１．案内情報

① 手続名 ：民活法特定施設整備計画の認定

② 手続根拠 ：・民活法第４条第１項［認定］

・民活法第５条第１項［変更の認定］

③ 手続対象者 ：・民活法特定施設の整備を行おうとする事業者

・認定を受けた整備計画を変更しようとする事業者

④ 提出時期 ：随時

⑤ 提出方法 ：民活法第４条第２項に掲げる事項を記載した整備計画を作成

し、下記の窓口（特定施設が特定港湾開発地区に整備される場

、 ） 。合には 管轄する地方整備局港湾計画課 に提出してください

⑥ 手数料 ：なし

⑦ 添付書類・部数 ：整備計画及び参考資料（図面、収支計画等）

⑧ 申請書様式 ：民活法第４項第２項に掲げる事項について整備計画を作成して

ください。

⑨ 記載要領・記載例：詳しい記載要領及び記載例については、提出先となる窓口にお

問い合わせください。

２．窓口情報

① 提出先：

・国際会議場施設（５号ロ）及び国際市民交流基盤施設（５号ニ）

：総合政策局観光部観光地域振興課

・旅客ターミナル施設（６号イ 、港湾業務用施設（６号ロ 、港湾文化交流施） ）

設（６号ハ 、臨海部活性化施設（６号ニ 、港湾交流研修施設（６号ホ 、港湾） ） ）

環境創造支援施設（６号ヘ） ：各地方整備局港湾空港部港湾計画課等

・特定高度情報化建築物（７号ニ） ：住宅局建築指導課

・物流高度化基盤施設（１１号イ）

：総合政策局貨物流通施設課及び海事局港運課

・大規模都市鉄道新線多目的旅客ターミナル施設（１２号） ：鉄道局 財務課

・輸入促進高度化施設（１５号） ：総合政策局貨物流通施設課

※特定都市開発地域において整備される特定施設の認定は都市・地域整備局都市

計画課（５号ロニ、７号イニ､ロニ､ハニ、１１号イ、１２号、１５号施設は除

く 、特定港湾開発地区及び特定都市開発地区・特定港湾開発地区のダブル指）

定地区内において整備される特定施設の認定は各地方整備局港湾空港部港湾計

画課等。

詳細は別表をご覧下さい。

② 受付時間：提出先にお問い合わせください。



③ 相談窓口：国土交通省 （０３－５２５３－８１１１）

総合政策局 貨物流通施設課 （内線２５－３３３）

観光部 観光地域振興課 （内線２７－２１３）

都市・地域整備局 まちづくり推進課 （内線３２－５３３）

都市計画課 （内線３２－６６５）

住宅局 建築指導課 （内線３９－５３８）

鉄道局 財務課 （内線４０－５１２）

海事局 港運課 （内線４３－６３４）

港湾局 民間活力推進室 （内線４６－４６５）

北海道開発局 港湾部 港湾計画課 （０１１－７０９－２１３７）

東北地方整備局 港湾空港部 港湾計画課 （０２２－７１６－０００６）

関東地方整備局 港湾空港部 港湾計画課 （０４５－２１１－７４１６）

北陸地方整備局 港湾空港部 港湾計画課 （０２５－２６５－７７８１）

中部地方整備局 港湾空港部 港湾計画課 （０５２－６５１－６４７５）

近畿地方整備局 港湾空港部 港湾計画課 （０７８－３９１－８３６１）

中国地方整備局 港湾空港部 港湾計画課 （０８２－５１１－３９０５）

四国地方整備局 港湾空港部 港湾計画課 （０８７－８３２－５７８２）

九州地方整備局 港湾空港部 港湾計画課 （０８３２－２４－４１２６）

沖縄総合事務局 開発建設部 港湾計画課 （０９８－８６０－１２１４）

３．手続き情報

① 審査基準 ：民活法第４条第３項

② 標準処理期間：認定６週間、変更の認定５週間

③ 不服申立方法： 行政不服審査等の規定による）（



国土交通省内民活法特定施設所管部署

基本指針関連 認定関連

基本的部分 特定都市開発地特定港湾開発地 一般地域 特定都市開発地特定港湾開発ダブル指定地

区関連 区関連 区 地区 区

１～４号 － まちづくり推進課 － － 都市計画課 － －

５号イ、ハ － まちづくり推進課 港湾局 － 都市計画課 港湾局 港湾局

５号ロ、ニ 観光部 観光部 観光部 観光部 観光部 港湾局 港湾局

６号 港湾局 － 港湾局 港湾局 － 港湾局 －

７号イ、ロ、ハ、イホ － まちづくり推進課 港湾局 － 都市計画課 港湾局 港湾局

７号イニ、ロニ、ハニ まちづくり推進課 まちづくり推進課 まちづくり推進課 － 住宅局 港湾局 港湾局

８号 － まちづくり推進課 港湾局 － 都市計画課 港湾局 港湾局

９号 － まちづくり推進課 － － 都市計画課 － －

１０号 － まちづくり推進課 港湾局 － 都市計画課 港湾局 港湾局

１１号イ 貨物流通施設課 貨物流通施設課 貨物流通施設課 貨物流通施 貨物流通施設課 港湾局 港湾局

設課

１１号ロ － まちづくり推進課 港湾局 － 都市計画課 港湾局 港湾局

１２号 鉄道局 鉄道局 鉄道局 鉄道局 鉄道局 港湾局 港湾局

１３号 － まちづくり推進課 － － 都市計画課 － －

１４号 － まちづくり推進課 － － 都市計画課 － －

１５号 貨物流通施設課 貨物流通施設課 貨物流通施設課 貨物流通施 貨物流通施設課 港湾局 港湾局

設課

１６号 － まちづくり推進課 － － 都市計画課 － －

１７号 － まちづくり推進課 港湾局 － 都市計画課 港湾局 港湾局


